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（２）調査結果からわかること
　本調査は、先進自治体の取組の特性を、（１）
全体的な組織体制、（２）リスクの識別・評価、
（3）リスクへの対応、（４）モニタリングの対
応、（５）対応策の改善という５つの視点から、
整理した。以下の図表４を参照されたい。

▼図表 ４ 　先進自治体における取組の特性

　前述したように、多くの多摩・島しょ地域の
自治体は「対象とするリスクの範囲」が明確で
はないという課題を認識していた。これに関連
して、先進自治体では、対象とするリスクの範
囲を、全庁的に共通する業務と各部署の固有の
業務に分けて、共通業務を中心にリスクの識別
を行っている事例がみられた。
　また前述したように、多摩・島しょ地域の自
治体は、内部統制の整備・運用に向けて「人的
資源の制約」があることを認識していた。すな
わち、モニタリングを効率的に行うためには、
どのように人を配置して行えばよいかといった
課題を認識していた。
　これに関連して、大阪狭山市の事例が、小規
模な自治体に参考になると考えられた。大阪狭
山市では、各グループのリスクへの対応状況を
所属する部署とは異なる部の職員がチェックす
るという方法を採用していた。

３． 多摩・島しょ地域の自治体における 
内部統制のモデルの提言

　本報告書は多摩・島しょ地域の自治体におけ
る内部統制のモデルとして、「段階的発展のモ
デル」を提言した。このモデルでは、各自治体
の状況に応じて、内部統制の取組STEP（水準）
ごとに展開することを示している。各STEPに
は、各自治体が取り組むべき内部統制の取組例
を示している。
　これに関連して、図表５は、多摩・島しょモ
デル及び各STEPの取組水準のイメージを、図
表６は、多摩・島しょモデルにおける段階的発
展のイメージを示している。
　このモデルでは、内部統制に関する取組を５
つの要素に分けている。すなわち、①「組織体
制等」、②「リスクの識別・評価」、③「リスク
への対応」、④「モニタリング」、⑤「対応策の
改善」である。次に、①「組織体制等」を除く
４つの要素ごとに3つのSTEP（水準）を設け
て、「P（リスクの識別・評価）」、「D（リスク
への対応）」、「C（モニタリング）」、「A（対応
策の改善）」の観点で取組を示した。
　モデルの活用例としては、②「リスクの識別・
評価」がSTEP1であった場合にも、②「リス
クの識別・評価」及び③「リスクへの対応」は
必ずしも、STEP1で示す取組を採用する必要
はなく、自治体の状況に応じて、STEP2に示
す取組を採用することが可能であることを想定
した。すなわち、モデルは自治体の規模や状況
等に応じて、各STEPに示した取組の選択の可
能性があることを示した。
　このモデルを提言した背景には、多摩・島し
ょ地域の自治体は、小規模な自治体が多いこと
から、予算や人員を容易に確保することが困難
であろうと考えたことにある。それゆえ、この
モデルでは、予算や人員等の制約の中で、既存
の取組を踏まえつつ、展開することを想定した。
これにより、将来的に導入を義務づけられたと
しても、ガイドラインに準拠した水準での内部
統制の整備・運用を計画的に取り組むことがで
きるのではないだろうか。

▼図表 5 　 多摩・島しょモデル及び各STEPの 
取組水準のイメージ

▼図表 6 　 多摩・島しょモデルにおける 
段階的発展のイメージ

４．むすび
　多摩・島しょ地域の自治体は、ガイドライン
が示す方法により、内部統制の整備・運用に着
手するのでは厳しい状況がある。むしろ、でき
るところから着手することにより、より良い内
部統制の整備・運用を行うことができる可能性
がある。
　各自治体においては、既存の取組や周囲の状
況等も踏まえながら、柔軟に対応することが求

められる。内部統制についての取組は自治体の
規模や状況に応じて多様性があり、自治体ごと
に内部統制の整備・運用のあり方があると思わ
れる。多摩・島しょ地域の自治体が本報告書の
提示するモデルを一つの考え方として、活用さ
れることが望まれる。
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